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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で、開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、３月５日に行いました一般質問において、質問内容

を精査するため、最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせて

いただきます。 

  発言内容を慎重に検討し、字句等の訂正及び取り消しを行っております。 

  ご協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  それでは、日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、議案第１２号「篠栗町企業立地促進条例の制定について」を議題とい

たします。 

  本案に対する総務建設常任委員長からの報告は、会議規則第７５条の規定により、

タブレットに掲載のとおり、閉会中の継続審査とする申出書が提出されています。 

  お諮りいたします。 

  本案を委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、ご起

立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  議案第１２号は、委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

  日程第２、議案第１３号「篠栗町地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１３号「篠栗町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制

定について」 

  本議案は、昨年１０月に福岡広域都市計画地区計画の決定が告示されたことに伴

い、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、

健全かつ良好な都市環境を確保するため、本条例を制定することについて、議会の
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議決を求められたものであります。 

  主な内容は、地区計画区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限等を規

定し、それらに違反した場合の罰則規定を設けるものであります。 

  なお、この条例は公布の日から施行されます。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第１４号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１４号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、町立小中学校の校医及び町立幼稚園の嘱託医の報酬見直しに伴い、本

条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、町立小学校の校医報酬額については、基本報酬額を１３万円

から１６万５,０００円とし、内科等検診における報酬額を受診生徒１人当たり６

０円から１００円に、町立幼稚園の嘱託医報酬額については、基本報酬額を６万８,

０００円から７万６,０００円に改正するものです。 

  なお、この条例は、平成３０年４月１日から施行されます。 
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  当委員会において採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第１５号「篠栗町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の

制定について」を議題といたします。 

  本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１５号「篠栗町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」 

  本議案は、地方税法等が、平成３０年４月１日に改正されることに伴い、本町の

賦課に関する税率等に係る所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するこ

とについて、議会の議決を求められたものであります。 

  この改正の主な内容は、国民健康保険税の税率を医療分所得割率６.８％を６.８

２％に、均等割額２万２,０００円を２万４,０００円に、平等割額２万４,０００

円を２万６,２００円に、後期高齢者支援金等分所得割率１.８％を２.３８％に、

均等割額６,０００円を８,４００円に、平等割額６,０００円を９,２００円に、介

護納付金分所得割率２％を１.８２％に、均等割額８,０００円を８,３００円に、

平等割額７,０００円を６,１００円に改正するのが主な内容であります。 

  なお、本条例は、平成３０年４月１日から施行され、改正後の篠栗町国民健康保

険税条例の規定は、平成３０年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２９年度分までの国民健康保険税については、従前の例によります。 

  当委員会において採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 
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  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第１６号「篠栗町健康広場設置条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１６号「篠栗町健康広場設置条例の一部を改正する条例について」 

  本議案は、地方自治法第２４４条の２第１項の規定に基づき、健康広場の設置及

び管理に関する事項を定めることについて、本条例の一部を改正するため、議会の

議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、区長に委託している健康広場の管理及び運営を町長が行うこ

ととするものと、健康広場の名称・位置等を条例に定めることであります。 

  なお、この条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第１７号「篠栗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１７号「篠栗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」 

  本議案は、高齢者の医療の確保に関する法律が、平成３０年４月１日に改正され

ることに伴い、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたも

のであります。 

  改正の主な内容は、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の被保険者とされて

いる者が、年齢到達等により、後期高齢者医療に加入した場合は、特例の適用を引

き継ぐというものであります。 

  なお、本条例は、平成３０年４月１日から施行されます。 

  当委員会において採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第７、議案第１８号「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１８号「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 

  本議案は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が、

平成３０年４月１日に制度改正されることに伴い、本条例の一部を改正することに

ついて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、本条例が引用している同法の「共同生活援助」及び「福祉ホ

ーム」の定義に関する条項ずれに対応するものであります。 

  なお、本条例は、平成３０年４月１日から施行されます。 

  当委員会において採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第１９号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団地

土留擁壁築造工事〕を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１９号「工事請負契約の締結について」 
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  本議案は、篠栗北地区産業団地土留擁壁築造工事について、請負契約を締結する

ため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決を求められた

ものであります。 

  本契約は、指名競争入札により、取引にかかる消費税等を含む契約金額３億４,

８８４万円で福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２５６番地、株式会社 城戸組 代表

取締役 城戸 宏治 と契約を締結するものであります。 

  工事概要は、篠栗北地区産業団地開発に伴う土留擁壁築造工事で、契約期間は、

平成３０年９月２８日までであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第２０号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団地

１号調整池築造工事〕を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２０号「工事請負契約の締結について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地１号調整池築造工事について、請負契約を締結す

るため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決を求められ

たものであります。 

  本契約は、指名競争入札により、取引にかかる消費税等を含む契約金額１億６,

９５６万円で、福岡県糟屋郡篠栗町大字和田９１３番地３０ 株式会社 洪本建設 
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代表取締役 洪本 光考 と契約を締結するものであります。 

  工事概要は、篠栗北地区産業団地開発に伴う１号調整池築造工事で、契約期間は、

平成３０年９月２８日までであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第２１号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団

地２号調整池築造工事〕を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２１号「工事請負契約の締結について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地２号調整池築造工事について、請負契約を締結す

るため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決を求められ

たものであります。 

  本契約は、指名競争入札により、取引にかかる消費税等を含む契約金額１億８,

２１９万６,０００円で、福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４７９番地１ 株式会社 土

屋組 代表取締役 土屋 安彦 と契約を締結するものであります。 

  工事概要は、篠栗北地区産業団地開発に伴う２号調整池築造工事で、契約期間は、

平成３０年１１月３０日までであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 
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  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第２２号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団

地残土処分場整備工事〕を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２２号「工事請負契約の締結について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地残土処分場整備工事について、請負契約を締結す

るため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決を求められ

たものであります。 

  本契約は、指名競争入札により、取引にかかる消費税等を含む契約金額１億４,

０４０万円で、福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２５６番地 株式会社 城戸組 代

表取締役 城戸 宏治 と契約を締結するものであります。 

  工事概要は、篠栗北地区産業団地開発に伴う残土処分場整備工事で、契約期間は、

平成３１年３月２９日までであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第２３号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を議題と

いたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２３号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」 

  本議案は、平成３０年３月３１日をもって、豊前広域環境施設組合が解散される

ことに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数が減少す

るため、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更する必要があり、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を求められたものであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第２４号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）に
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ついて」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２４号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２億６,８１３万９,０００円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２億２９２万８,０００円とするもので

あります。 

  歳出につきましては、議会費２０万７,０００円増、総務費１,９０５万４,００

０円減、民生費３,５８４万８,０００円減、衛生費７０万円減、農林水産業費１,

７５５万５,０００円減、土木費３,０５０万円減、消防費６６６万２,０００円減、

教育費１,１８５万１,０００円減、諸支出金３億９,０１０万２,０００円増。 

  歳入につきましては、利子割交付金２１５万円増、自動車取得税交付金９３０万

円増、地方交付税１億５,８７６万５,０００円増、国庫支出金１,０４６万８,００

０円増、県支出金２,１８４万６,０００円減、財産収入９０８万７,０００円減、

繰入金１億４,１４１万４,０００円増、諸収入１９７万５,０００円増、町債２,５

００万円減。 

  繰越明許費については、個人情報保護条例関連例規整備支援事業１０８万円、通

知カード・個人番号カード関連事務等の委任事業３１１万９,０００円、津波黒地

区水路法面防災工事４,９２８万５,０００円を追加するものであります。 

  地方債では、自然災害防止事業債において、起債の限度額を９,９８０万円から

７,４８０万円に減額補正するものであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 
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  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第２５号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第６号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２５号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）に

ついて」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計予算から歳入歳出それぞれ

１億４,３３０万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

８億２,３４５万円とするものであります。 

  主な内容は、歳出では、共同事業拠出金を１億１,４４９万２,０００円減額し、

また、実績見込みにより保険給付費等を減額し、予算整理するものであります。 

  歳入では、一般会計繰入金を９,８４０万６,０００円増額補正し、その他には、

補助金・交付金の確定により予算を整理するものであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第２６号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）について」を議題といたします。 
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  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２６号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算から歳入歳出それぞ

れ１,７５９万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

９,９５７万７,０００円とするものであります。 

  主な内容は、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金の確定により、１,７５

９万６,０００円を減額するもの。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料を１,７０４万８,０００円減額するものであり

ます。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第２７号「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計補正予算（第４号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２７号「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予

算（第４号）について」 

  本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３億８,５８８万円を減額し、
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予算総額を歳入歳出それぞれ３億１,１８０万７,０００円とするものであります。 

  主な内容は、歳出では、篠栗北地区産業団地開発事業費３億８,５８８万円を減

額するもの。 

  歳入では、一般会計繰入金２億９,１４１万４,０００円を増額し、財産売払収入

６億７,７２９万４,０００円を減額するものであります。 

  繰越明許費は、篠栗北地区産業団地開発樹木伐採業務１億４,９４０万８,０００

円、篠栗北地区産業団地防災工事３,４００万円、国交省用地法面改修工事設計積

算業務５９０万１,０００円であります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第２８号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４

号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２８号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）について」 

  本議案は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるもの

で、篠栗町統合型ＧＩＳ構築・運用業務委託において、既決限度額に補正限度額１

００万５,０００円を追加し、限度額を１,２４８万１,０００円とするもので、期

間は、平成２９年度から平成３４年度までであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決
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いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第２９号「平成３０年度篠栗町一般会計予算について」を議題

といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２９号「平成３０年度篠栗町一般会計予算について」 

  本議案は、平成３０年度一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ９３億６,９０

５万３,０００円とするものであります。 

  前年度当初予算に対し３億１,３１３万５,０００円の減額となっております。 

  ２９年度予算との主な相違点は、増額要因として障がい者福祉及び児童福祉のサ

ービスにかかる経費などの計上で、減額要因として篠栗駅東側自由通路工事費用の

減少並びに道路橋梁及び河川に係る工事請負費用の減少となっております。 

  歳出につきましては、議会費１億８３６万８,０００円、総務費１５億２,５５１

万５,０００円、民生費３２億８,４４６万１,０００円、衛生費１１億４,６２０万

４,０００円、農林水産業費１億２,１６５万１,０００円、商工費９,３０５万３,

０００円、土木費２億７,６０２万５,０００円、消防費４億２,２９５万円、教育

費９億２,５９３万４,０００円、災害復旧費７５０万円、公債費７億８,３８７万

５,０００円、諸支出金６億５,３５１万７,０００円、予備費２,０００万円であり

ます。 

  次に、歳入につきましては、町税３０億９,２７１万４,０００円、地方譲与税６,
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６００万円、利子割交付金３００万円、配当割交付金１,０００万円、株式等譲渡

所得割交付金６００万円、地方消費税交付金５億円、自動車取得税交付金１,２０

０万円、地方特例交付金１,１５０万円、地方交付税１７億５,８８１万１,０００

円、交通安全対策特別交付金５００万円、分担金及び負担金１億７,７４０万１,０

００円、使用料及び手数料１億３,６５９万７,０００円、国庫支出金１２億８８８

万３,０００円、県支出金７億２,８８６万円、財産収入１,１６８万円、寄附金５

００万１,０００円、繰入金９億円、繰越金１億円、諸収入１億９,３３６万３,０

００円、町債４億４,２２４万３,０００円であります。 

  債務負担行為につきましては、小葉山線林道開設事業において、限度額６,３０

９万円の債務負担行為を行うもので、期間は平成３０年度から平成３３年度までで

あります。 

  地方債について、地方債の限度額は、臨時財政対策債のほか６事業債で、総額４

億４,２２４万３,０００円計上されております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第３０号「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算につ

いて」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３０号「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」 



－ 70 －

  本議案は、平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２９億９,１８７万１,０００円とするものであります。 

  前年度当初予算に対し２０.９％の減額となっておりますが、これは、県と共同

保険者となる制度改正によるもので、歳出の主なものは、保険給付費２１億６,７

１９万５,０００円、国民健康保険事業費納付金７億３,４６１万５,０００円。 

  歳入の主なものは、県の保険給付費等交付金２２億１,１５０万６,０００円であ

ります。 

  また、一時借入金の借入最高限度額は５億円となっております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第３１号「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３１号「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ４億２,００９万４,０００円とするもので、対前年比で約２.２％増とする

ものであります。 

  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金３億８,９５４万円、歳入の

主なものは、後期高齢者医療保険料３億３６２万３,０００円、一般会計繰入金１
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億１,６４６万３,０００円であります。 

  また、一時借入金の借り入れの最高限度額は１億円となっております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第３２号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計予算について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３２号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算に

ついて」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算の総額

を歳入歳出それぞれ１４億７,１６２万２,０００円とするものであります。 

  歳出の主なものは、篠栗北地区産業団地開発事業費１４億７,０６２万２,０００

円で、歳入の主なものは、財産売払収入６億５,２００万円、町債８億１,８６０万

円であります。 

  地方債について、地方債の限度額は、８億１,８６０万円とするものであります。 

  また、一時借入金の借入の最高額は、１０億円となっております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 



－ 72 －

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  はい、７番 横山議員、反対討論から。 

○議員（横山 久義） 議席番号７番、横山でございます。 

  本議案に反対の立場で意見を申し上げます。 

  私は、篠栗北地区産業団地整備事業については、大いに期待していましたが、開

発事業の経験もない篠栗町が、直接事業を行うことには当初から不安を抱いていた

ことも事実であります。 

  通常の公共事業と違って開発事業は、絶対に赤字を出すことは許されません。 

  それゆえ、事ある度に「収支は大丈夫ですか。」と担当課長に確かめていた次第

であります。 

  しかし、今年に入り、２月６日の臨時議会での説明で、収支に疑問を抱くように

なり、この３月議会での予算審議において大幅な赤字を出す恐れがあることがわか

り、このまま突き進むのではなく、一度立ちどまり、この事業の全容を検証し、責

任の所在を明らかにした上で、今後の方針を決定すべきと判断した次第であります。 

  従って、今は検証することが優先されるべきと考え、この議案に反対をいたしま

す。 

○議長（阿部 寛治） 次に、賛成討論はございませんか。 

  はい、１０番 松田議員。 

○議員（松田 國守） 議席番号１０番、松田でございます。 

  賛成の立場で討論をいたします。 

  本定例会に付議された、議案第１９号から２２号までの北地区産業団地整備事業

に関する４件の工事請負契約と議案第２７号「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業

団地整備事業特別会計補正予算」は、ただいま全員一致で賛成されました。 

  このことは議会としても、この事業が成功に導かれるよう応援しようとそういう

態度の証であると考えます。 

  確かに、これまで執行部から議会への説明が不十分であったことは否めないと思

いますが、このことについて、後ほど議員全員で「篠栗北地区産業団地整備事業特

別委員会」の設置に関する決議を発議し、今後の状況については、これまで以上に
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詳しくタイムリー報告を受けるようとするものであります。 

  こうした点を考慮すると、議案第３２号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団

地整備事業特別会計予算」は、事業全体を成功に導くための平成３０年度事業の執

行の裏付けとなる重要な予算であります。 

  既に、伐採工事は急ピッチで進んでおり、早期の完成が待たれる事業であること

から、本議案については、私は前面に賛成の意を表し、賛成討論といたします。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） 次に、反対討論、なんでしょうか。 

○議員（荒牧 泰範） 意見を。 

○議長（阿部 寛治） 意見、はい、どうぞ。 

○議員（荒牧 泰範） 申し訳ございません。 

  各議案は、単独議案ですので、今の賛成討論内の他の議案との連動部分、それか

ら、できていない特別委員会の分は削除していただきたいと思います。 

○議長（阿部 寛治） はい、後で検討して、返事します。 

  反対討論はございませんか。 

  次に、賛成討論もございませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  賛成多数と認めます。 

  よって、議案第３２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第３３号「平成３０年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予

算について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３３号「平成３０年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算を第２条に定め

る業務の予定量に即して、収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額８億３,０７３万５,０００円に対し、支出

の予定額は７億８,３２７万円となり、４,７４６万５,０００円の黒字予算とする

ものであります。 
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  収益的支出の主なものは、流域下水道維持管理負担金２億６,４０８万４,０００

円、企業債利息１億１,８４３万２,０００円などであります。 

  収益的収入の主なものは、下水道使用料４億７,０４０万２,０００円、他会計負

担金１億４,５００万円が見込まれております。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額５億９,６００万１,０００円に対し、

支出の予定額を７億４,１７５万９,０００円とし、資本的支出額に対し不足する１

億４,５７５万８,０００円は、損益勘定留保資金などで補填されます。 

  資本的支出の主なものは、建設改良費２億６,７００万円、流域下水道建設負担

金３,７９４万４,０００円、企業債償還金４億３,４８１万６,０００円などであり

ます。 

  資本的収入の主なものは、企業債４億８,２００万円、他会計負担金１億９００

万円が見込まれております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまより採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第３４号「平成３０年度篠栗町水道事業会計予算について」を

議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３４号「平成３０年度篠栗町水道事業会計予算について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町水道事業会計予算を第２条に定める業務の予定量
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に即して、収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額４億６,３２３万円に対し、支出の予定額

は５億８,１３１万６,０００円となり、１億１,８０８万６,０００円の赤字予算と

するものであります。 

  収益的支出の主なものは、福岡地区水道企業団受水費１億９,３６７万１,０００

円、企業債利息２,３８５万３,０００円などであります。 

  収益的収入の主なものは、水道使用料４億３,１７１万９,０００円が見込まれて

おります。 

  収益的支出額に不足する１億１,８０８万６,０００円は、繰越利益剰余金で補填

されます。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額１億９２０万１,０００円に対し、

支出の予定額を２億２,０２４万２,０００円とし、資本的支出額に対し不足する１

億１,１０４万１,０００円は、損益勘定留保資金等で補填されます。 

  資本的支出の主なものは、建設改良費１億２,１８９万４,０００円、企業債償還

金９,８３４万８,０００円であります。 

  資本的収入の主なものは、企業債１億９２０万円が見込まれております。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立を願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２４号、発議第１号、「篠栗北地区産業団地整備事業特別委員会の設置に

関する決議」を議題といたします。 

  本案は、議員全員による発議ですので、直ちに採決を行います。 
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  発議第１号について、本案に賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

  なお、ただいま設置されました「篠栗北地区産業団地整備事業特別委員会」の正

副委員長については、議長が指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名いたします。 

  委員長に、５番 村瀨 敬太郎 議員、副委員長に、６番 今長谷 武和 議員を指名

いたします。 

  日程第２５、常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

  総務建設、文教厚生、両委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元のタ

ブレットに掲載のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りいたします。 

  両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

  異議なしと認めます。 

  よって、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  ここで、タブレットにメール送信しておりました委員会の閉会中の調査結果につ

いて、質疑等があれば受けたいと思います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますか、これにご異議あ

りませんか。 

  よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は、議長に委任していただく

ことに決定いたしました。 

  以上で、本定例会の日程は、全て終了いたしました。 

  ここで、町長何か発言することがありましたら許可いたします。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 平成３０年第１回定例会の閉会にあたりご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 



－ 77 －

  篠栗町固定資産評価員の選任についてをはじめ人事案件３件、篠栗町地区計画の

区域内における建築物の制限に関する条例の制定についてをはじめ条例案７件、篠

栗北地区産業団地整備事業に関する工事請負契約の締結について４件、福岡県市町

村退職手当組合に関する規約の変更等について１件、平成２９年度補正予算、平成

３０年度当初予算案１１件の上程いたしました２６議案のうち２５議案につきまし

て、可決いただきましたことに感謝申し上げます。 

  議案第１２号で提案いたしました「篠栗町企業立地促進条例の制定について」は、

総務建設常任委員会での企業立地における奨励措置については、別途規定で定める

のではなく、条例中に表記すべきではないかとのご意見が多数を占め、継続審査と

なりました。 

  本件につきましては、執行部といたしましても、提案いたしました条例内容を慎

重に検討したうえで、再度ご審議いただきたいと考えております。 

  何とぞよろしくお願いいたします。 

  国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定については、持続可能な医療

保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年法

律第３１号）の成立により、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体とな

り、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、

制度の安定化を目指すこととなり、県から示された平成３０年度の市町村ごとの国

民健康保険事業納付金及び標準保険税率をもとに、本町における保険税率の改定を

行うための本条例の一部を改正する条例の制定でございました。 

  被保険者の皆様においては、負担増となる改定でございましたが、制度の安定的

な存続のためという趣旨のご理解をいただき、可決いただきました。 

  平成３０年度一般会計当初予算は、前年度当初予算に対し３億１,３００万円の

減額となっておりますが、その主たる要因は、篠栗駅東側自由通路工事費用の減少

並びに道路橋梁及び河川に係る工事請負費費用の削減などでございます。 

  開会日での提案理由の説明の際にも申し上げましたが、平成３０年度の予算編成

につきましては、新たに策定されました第６次総合計画を踏まえ、限られた歳入財

源を有効に利用できる事業を選定し、歳出削減に努めております。 

  ４月１日から予算の執行にあたっては、例年同様スピード感をもって事業遂行に

当たってまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  併せて、新たな行財政改革に取り組み、より効率的な行財政運営を行ってまいり

たいと考えております。 



－ 78 －

  「平成３０年度篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算」に関しましては、予

算特別委員会、また先ほどの採決時においても様々なご意見をいただきました。 

  これまで定例会での全員協議会等でご説明申し上げてまいりましたが、３か月ご

との説明では、その間の事業の進捗等により、経過説明が不十分となったことは、

執行部として大いに反省すべき点でございます。 

  大変申しわけございませんでした。 

  ただいま、特別委員会が設置されましたので、今後はこの委員会において丁寧に

説明をしてまいりたいと考えております。 

  何とぞよろしくお願いいたします。 

  事業開始当初から申し上げておりますが、２０２１年度以降の町の発展の礎とな

る事業として取り組んでまいりたいと存じます。 

  引き続きよろしくお願いいたします。 

  開会日に平成３０年度施政方針を述べた際、議会に対する希望を盛り込みました

が、これについては、議会の独立性に立ち入るものであるとのご意見をいただきま

した。私といたしましては、議会におけるこれまでの先進的な取り組みを評価する

とともに、より先進的な議会になっていただきたいことから積極的な予算計上を惜

しまないとの思いで申し上げたつもりでございましたが、些か勇み足気味であった

と反省し、議長と協議いたしまして、議事録から削除をお願いいたしましたのでご

報告をいたします。 

  本定例会期間中の３月１１日、東日本大震災から７年が経過いたしました。当日

は、テレビの特別番組を観ておりましたが、改めて、地震・津波の恐ろしさ、原子

力発電所の安全対策の重要性を再確認した日となりました。いまだ２,５００人以

上の方が行方不明であり、７万人以上の方が避難生活を余儀なくされているという

現実から目を背けることなく、これからも私たちに何ができるかを考え、行動し続

けなければならないと改めて感じました。今なお避難していらっしゃる被災者の皆

様に一日も早く日常の生活が戻ってくることを願ってやみません。 

  併せて、熊本地震の被災地、或いは九州北部豪雨災害で大きな被害を被った朝倉

市、東峰村の一日も早い復興を支援してまいりたいと考えております。 

  それで、３月末限りで定年退職される 山口茂幸税務課長、村嶋茂則住民課長、

須恵町外二ヶ町清掃施設組合事務局長として尽力いただいております藤慶三参事、

社会教育課カブトの森の野本克昭参事、そして福祉課の今村課長補佐におかれては、

永い間の行政職員としてのお勤め大変ご苦労様でした。行政という地方自治の柱の
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一翼を担っていただき、課長職階の重責を全うしていただいたことに、この場をお

借りして、私からも心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。そ

して、ご苦労様でございました。 

  最後に、平成３０年度も新体制の下で、松田副町長と二人三脚で地方創生を具体

的に実践する先進自治体となるべく行政運営に努力してまいることをお約束いたし

まして、平成３０年第１回定例会閉会の挨拶といたします。 

  長期間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 

  今後とも何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） 私からも、今年度をもって定年退職を迎えられる皆様にお礼

を申し上げます。 

  村嶋住民課長、山口税務課長、藤参事、野本参事、今村課長補佐におかれまして

は、永い間、行政職員としてのお勤めご苦労でございました。 

  心から感謝を申し上げますとともに、本当にありがとうございました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成３０年第１回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時２０分 
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